
秋田県がん登録事業情報提供事務処理要綱 一部改正案 新旧対照表
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改正案 現行

秋田県がん登録事業情報提供事務処理要綱

第１ ～ 第７ （略）

（申出時に必要な添付書類）

第８ （略）

２ （略）

３ （略）

一 法人その他の団体が提供依頼申出者である場合は、その代表者を提供依頼申

出者とし、当該者の本人確認及び所在確認のため、当該法人その他の団体の

名称及び住所も明らかにする。

二 個人が提供依頼申出者である場合は、当該個人を提供依頼申出者とし、

当該個人の本人確認及び所在確認のため、生年月日及び住所も明らかにす

る。ただし、複数の個人による申出の場合には、その代表者を提供依頼申

出者とする。

三 実績を示すことが必要である場合は、提供依頼申出者が、がんに係る調

査研究であってがん医療の質の向上等に資するものの実績を 2以上有す
ることを証明する書類（例：学術論文、報告書等）を添付すること。

４ （略）

（同意について）

第９ がんに係る調査研究を行う者が、都道府県がん情報の提供を受ける場

合、生存者については、当該がんに罹患した者から都道府県がん情報が提

供されることについて同意を得ている必要がある。なお、当該情報のオプ

トアウトによる第三者提供は認めていない。また、書面等の形式で適切に

同意を得ていることが分かる書類を添付するものとする。ただし、小児が

ん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な場合においては、「人を対象

とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（令和３年文部科学省・

厚生労働省・経済産業省告示第１号）の「第４章第９ 代諾者等からイン

秋田県がん登録事業情報提供事務処理要綱

第１ ～ 第７ （略）

（申出時に必要な添付書類）

第８ （略）

２ （略）

３ （略）

一 法人その他の団体が提供依頼申出者である場合は、その代表者を提供依頼申

出者とし、 当該法人その他の団体の

名称及び住所も明らかにする。

二 個人が提供依頼申出者である場合は、当該個人を提供依頼申出者とし、

当該個人の 生年月日及び住所も明らかにす

る。ただし、複数の個人による申出の場合には、その代表者を提供依頼申

出者とする。

三 実績を示すことが必要である場合は、提供依頼申出者が、がんに係る調

査研究であってがん医療の質の向上等に資するものの実績を 2以上有する
ことを証明する書類 を添付すること。

４ （略）

（同意について）

第９ がんに係る調査研究を行う者が、都道府県がん情報の提供を受ける場

合、生存者については、当該がんに罹患した者から都道府県がん情報が提

供されることについて同意を得ている必要があり、ああああああああああ

あああああああああああああああああああああ 書面等の形式で適切に

同意を得ていることが分かる書類を添付するものとする。ただし、小児が

ん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な場合においては、「人を対象

とするあああああ医学系研究に関する倫理指針」（平成２６年文部科学省・

厚生労働省 告示第３号）の「第５章第１３ 代諾者等からイン

資料３－２
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フォームド・コンセントを受ける場合の手続等」に準じることとし、その

旨が分かる書類を併せて添付するものとする。

２、３ （略）

第１０ ～ 第１１ （略）

（部会への立ち会い）

第１２ 部会は、申出文書を基に審査を行うが、申出内容が専門的であるな

どの事情により、申出文書に記載されている内容だけでは十分に審査でき

ないとされる場合等においては、提供依頼申出者の立ち会いのもと、当該

者への質疑を踏まえて審査を行うことができるものとする。

２ 都道府県がん情報又は匿名化が行われた都道府県がん情報の提供に該

当する申出の場合は、部会の長が必要と判断した場合に、提供依頼申出者

を参考人として出席させる等の対応を行う。

３ 部会は、必要があると認める場合には、提供依頼申出者に対し、資料の

追加・修正を求めた上で、再度審査を行うことができる。

（申出文書等の記載事項の変更）

第１３ （略）

（審査結果の通知）

第１４ （略）

（情報及び定義情報等の提供）

第１５ （略）

（情報の提供の手段）

第１６ （略）

フォームド コンセント 等」に準じることとし、その

旨が分かる書類を併せて添付するものとする。

２、３ （略）

第１０ ～ 第１１ （略）

（新規）

（申出文書等の記載事項の変更）

第１２ （略）

（審査結果の通知）

第１３ （略）

（情報及び定義情報等の提供）

第１４ （略）

（情報の提供の手段）

第１５ （略）
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（調査研究成果の公表前の確認）

第１７ （略）

（利用期間中の対応）

第１８ （略）

（情報の利用期間終了後の処置）

第１９ （略）

（利用実績の報告）

第２０ （略）

（不適切利用への対応）

第２１ （略）

（提供状況の厚生労働大臣への報告）

第２２ （略）

（その他）

第２３ （略）

附 則

この要綱は、平成３１年１月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 ４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 ５年４月１日から施行する。

（調査研究成果の公表前の確認）

第１６ （略）

（利用期間中の対応）

第１７ （略）

（情報の利用期間終了後の処置）

第１８ （略）

（利用実績の報告）

第１９ （略）

（不適切利用への対応）

第２０ （略）

（提供状況の厚生労働大臣への報告）

第２１ （略）

（その他）

第２２ （略）

附 則

この要領は、平成３１年１月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 ４年４月１日から施行する。



4

様式１ （略） 様式１ （略）
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別紙（様式２－１関係）

1 申出に係る情報の名称

（略）

※1 がんに係る調査研究を行う者が、都道府県がん情報及び法第２２条

第１項第１号に掲げる情報の提供依頼の申出をする場合は、生存者に

ついては、がんに罹患した者の同意を得ていること（法第 21条第 3

項第 4号又は第 8項第 4号）又は法附則第２条に該当していることが

分かる書類を添付する。

☐ 添付：当該研究に係る同意取得説明文書

☐ 添付：厚生労働大臣の認定書等

※2 （略）

2 情報の利用目的

（１）利用目的及び必要性

【利用目的】

【必要性】

（２） 法第 21条に規定されている目的の研究である場合について

（該当するものを囲むこと）

倫理審査進捗状況 承認済 ・ その他

その他を選択した場合の理由：

倫理審査委員会名称 委員会

承認番号

承認年月日

別紙（様式２－１関係）

1 申出に係る情報の名称

（略）

※1 がんに係る調査研究を行う者が、都道府県がん情報及び法第２２

条第１項第１号に掲げる情報の提供依頼の申出をする場合は、生存

者については、がんに罹患した者の同意を得ていること（法第 21

条第 3項第 4号又は第 8項第 4号）又は法附則第２条に該当してい

ることが分かる書類を添付する。

☐ 添付：同意取得説明文書、同意書の見本等

☐ 添付：厚生労働大臣の認定書等

※2 （略）

2 情報の利用目的

（１）利用目的及び必要性

（２） 法第 21条に規定されている目的の研究である場合について

（該当するものを囲むこと）

倫理審査進捗状況 承認済 ・ 審査中 ・ その他

その他を選択した場合の理由：

倫理審査委員会名称 委員会

承認番号

承認年月日
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3 提供依頼申出者及び利用者について

ア 提供依頼申出者の情報

・法人その他の団体が提供依頼申出者の場合

代表者氏名

法人その他の団体の名称

法人その他の団体の住所

・個人が提供依頼申出者である場合

氏名

生年月日

住所

イ 利用者の範囲（氏名、所属、職名）

□ 添付：様式２－３

□ 添付：調査研究の一部を委託している場合は、委託

契約書又は様式４－２

4 利用する情報の範囲

（１） ～ （４） （略）

（５）属性的範囲（性別・年齢）

匿名化された全国がん登録情報については、原則年齢は５歳階級での提供

とする。

歳以上から 歳未満

歳以上

5 ～ 6 （略）

7 利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法

（１）、（２） （略）

3 利用者の範囲（氏名、所属機関、職名）

□ 添付：様式２－３

□ 添付：調査研究の一部を委託している場合は、委託契約書又は様

式４－２

4 利用する情報の範囲

（１） ～ （４） （略）

（５）属性的範囲

匿名化された全国がん登録情報については、原則年齢は５歳階級での提供と

する。

歳以上から 歳未満

歳以上

5 ～ 6 （略）

7 利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法

（１）、（２） （略）
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（３）情報の利用時の電子計算機等の物理的及び技術的安全管理装置状況につい

て

（略）

＊以下、非匿名化情報の申請時のみ

＊☐ 個人情報を取り扱う PC 等は、スタンドアロン又は物理的若しく

は論理的に外部ネットワークから独立した有線の環境である。

＊☐ 個人情報を取り扱う PC 及びサーバは、生体認証と他の方法との

組み合わせによる多要素認証としている。

＊☐ 情報を取り扱う PC 及びサーバにチェーン固定等の盗難防止策を

講じている。

（４） （略）

8 調査研究成果の公表方法及び公表予定時期

（複数の媒体で公表予定の場合は、公表予定時期を含めてすべて記載するこ

と。）

例： 年 月頃 学術集会にて発表予定

年 月頃 論文投稿予定

年 月頃 HP にて公表予定

9 （略）

10 その他

事務担当者及び連絡先等を記載すること。

他、必要事項があれば記載すること。

（３）情報の利用時の電子計算機等の物理的及び技術的安全管理装置状況につい

て

（略）

＊以下、非匿名化情報の申請時のみ

＊☐ 個人情報を取り扱う PC 等は、スタンドアロン又は物理的若し

くは論理的に外部ネットワークから独立した有線の環境である。

＊☐ 個人情報を取り扱う PC 及びサーバは、生体計測＋ID・パスワ

ード等の 2要素認証としている。

＊☐ 情報を取り扱う PC 及びサーバにチェーン固定等の盗難防止策

を講じている。

（４） （略）

8 調査研究成果の公表方法及び公表予定時期

（複数の媒体で公表予定の場合は、公表予定時期を含めてすべて記載するこ

と。）

例： 年 月頃 〇〇がん学会学術集会にて発表予定

年 月頃 〇〇がん学会雑誌に論文投稿予定

年 月頃 マスメディアに公表予定

9 （略）

10 その他

事務担当者及び連絡先等を記載する 。

他、必要事項があれば記載する 。

（具体的に記載） （具体的に記載）
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事務担当者及び連絡先

氏名：

TEL：

MAIL：

住所：

様式２－２ （略）

別紙（様式２－２関係） （略）

様式２－２ （略）

別紙（様式２－２関係） （略）
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別紙（様式２－３関係）

削除
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様式５－１

形式点検書

確認日： 年 月 日

確認者：

様式５－２ （略）

様式６－１ （略）

様式６－２ （略）

様式６－３ （略）

様式５－１

形式点検書

確認日： 年 月 日

確認者：

様式５－２ （略）

様式６－１ （略）

様式６－２ （略）

様式６－３ （略）

点検・審査事項 主な点検事項 チェック

(1)、(2) （略）

(3)情報を利用

する者の範囲

（略）

署名した誓約書が添付されていること。

(4) ～ (9) （略）

点検・審査事項 主な点検事項 チェック

(1)、(2) （略）

(3)情報を利用

する者の範囲

（略）

署名又は記名押印した誓約書が添付されてい

ること。

(4) ～ (9) （略）
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